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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャフトと、ブロック状ポリウレタンフォームから円柱形状の軸方向が該ブロック状ポ
リウレタンフォームの発泡方向と平行となるよう切り出すことにより得られ、該シャフト
の外周に担持された円柱形状の弾性層と、を有するローラ材を、内周面に不規則な凹凸ま
たは長手方向に沿う凹溝を有する円筒状成形具内に挿入し、挿入後のローラ材を、挿入方
向とは逆方向に移動させる挿入工程と、該円筒状成形具内に挿入されたローラ材を加熱し
て、該ローラ材の表面に、該円筒状成形具の内周面における不規則な凹凸または長手方向
に沿う凹溝を転写する転写工程と、表面に不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝が転写
された該ローラ材を該円筒状成形具内から取り出してローラを得る取出工程と、を含むこ
とを特徴とするトナー供給ローラの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はトナー供給ローラの製造方法およびトナー供給ローラ（以下、単に「製造方法
」および「ローラ」とも称する）に関し、詳しくは、複写機やプリンタ等の画像形成装置
において、感光体や紙等の画像形成体にトナーを搬送してその表面に可視画像を形成する
現像ローラに対しトナーを供給するために用いられるトナー供給ローラの製造方法、およ
び、これにより得られるトナー供給ローラに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　一般に、複写機、プリンタ等の電子写真方式の画像形成装置等における現像部には、図
３に示すように、静電潜像を保持する感光体等の画像形成体２１と、この画像形成体２１
に当接して表面に担持したトナー２０を付着させることにより静電潜像を可視画像化する
現像ローラ２２と、この現像ローラ２２にトナー２０を供給するトナー供給ローラ１とが
設けられており、トナー２０を、トナー収容部２３から、トナー供給ローラ１および現像
ローラ２２を介して画像形成体２１まで搬送する一連のプロセスにより、画像形成が行わ
れる。なお、図中、符号２４は成層ブレード、符号２５は帯電ローラ、符号２６は転写ロ
ーラ、符号２７はクリーニング部、符号２８はクリーニングブレードをそれぞれ示す。
【０００３】
　このような現像機構において良好な画像形成を行うためには、トナーの薄層が現像ロー
ラ表面にムラなく均一に形成されて担持されていることが必要となるので、現像ローラ自
体のトナー保持性能等に加え、トナー供給ローラの性能、特には表面性能が重要となる。
すなわち、トナー供給ローラには、現像ローラに当接して、摩擦帯電、トナーの供給（搬
送）および不要トナーの掻き取りを行うことにより、現像ローラ表面上に均一なトナー層
を形成することが要求される。
【０００４】
　上記要請を満足し得る良好な表面性能を備えたトナー供給ローラを得るために、従来よ
り、様々な検討が重ねられてきている。かかるトナー供給ローラとしては、一般に、ポリ
ウレタンフォーム等の発泡材をローラ材料として用いたものが知られている。トナー供給
ローラに用いるポリウレタンフォームを準備する方法としては、目的のローラ形状を有す
る金型内でウレタン原料を発泡させる方法と、ポリウレタンブロックからの切出しおよび
研磨加工により目的のローラ形状を有するポリウレタンフォームを得る方法とがある。後
者の方法では、加工により生じたポリウレタンフォーム表面のケバを除去するために、加
熱処理を行うことが必要となる。
【０００５】
　ローラの製造方法に係る従来技術として、例えば、特許文献１には、発泡体からなる弾
性層を有するローラの製造方法であって、ローラの弾性層を圧縮するように円筒状部材に
圧入する工程と、円筒状部材の外周を加熱する工程と、この円筒状部材からローラを取り
出す工程と、を含む製造方法が開示されている。また、特許文献２には、最終ロール形状
を与える成形キャビティ内でのポリウレタン原料の発泡成形操作によりトナー供給ロール
を製造するにあたり、成形キャビティにおけるロール外周面を形成する型内面に、所定の
凹凸表面構造を与える複数の凸条に対応した凹溝が形成されてなる成形型を用いる技術が
開示されている。
【０００６】
　さらに、特許文献３には、金軸と、その外周に一体成形により設けられたウレタンフォ
ーム層とを含み、ウレタンフォーム層が、表面に高さ１０～２００μｍの突起部を有し、
かつ、突起部が、金軸およびウレタンフォーム層を一体成形する型内にて形成されてなる
トナー供給ローラが開示されている。さらにまた、特許文献４には、軸体と、その外周に
設けられたウレタンフォーム層とを備え、ウレタンフォーム層の外周面に、不規則な凹凸
が形成されているトナー搬送ローラを、ローラを形成するための型の内周面に、不規則な
凹凸が形成されているローラ製造用金型を用いることにより製造する技術が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０９－２９７５１２号公報（特許請求の範囲等）
【特許文献２】特開平１１－０３８７４９号公報（特許第３５３６５９８号公報，特許請
求の範囲等）
【特許文献３】特開２００２－２３６４１６号公報（特許請求の範囲等）
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【特許文献４】国際公開第２０１０／０４１７１８号パンフレット（特許請求の範囲等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　引用文献１に記載された技術によれば、低硬度であって、弾性層表面のセル密度が高く
、ケバダチのない平滑なローラを得ることが可能である。しかしながら、引用文献１に記
載のローラにおいては、表面が平滑すぎるために、トナーの搬送性や掻き取り性が不十分
となる場合があった。これに対し、引用文献２～４に記載された技術によれば、トナーの
搬送性や掻き取り性は改良されているものの、これら技術はいずれも、最終的な製品ロー
ラの形状を形成する成形型を用いてローラを製造するものであるので型コストが高く、ウ
レタン原料等の弾性層材料による型の侵食が生ずるために型の耐久性が低く、型成形に適
した配合設計が必要となることに加え、型成形であるために含浸処理による機能付与等の
後加工が困難であるなど、種々の難点をも有するものであった。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、トナー搬送性および不要トナーの掻き取り性に優れるとともに
、型成形における上記問題点についても解消しうるトナー供給ローラの製造技術を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は鋭意検討した結果、下記構成とすることにより、上記課題が解決できること
を見出して、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明のトナー供給ローラは、シャフトと、ブロック状ポリウレタンフォー
ムから円柱形状の軸方向が該ブロック状ポリウレタンフォームの発泡方向と平行となるよ
う切り出すことにより得られ、該シャフトの外周に担持された円柱形状の弾性層と、を有
するローラ材を、内周面に不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を有する円筒状成形具
内に挿入し、挿入後のローラ材を、挿入方向とは逆方向に移動させる挿入工程と、該円筒
状成形具内に挿入されたローラ材を加熱して、該ローラ材の表面に、該円筒状成形具の内
周面における不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を転写する転写工程と、表面に不規
則な凹凸または長手方向に沿う凹溝が転写された該ローラ材を該円筒状成形具内から取り
出してローラを得る取出工程と、を含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、上記構成としたことにより、トナー搬送性および不要トナーの掻き取
り性に優れるトナー供給ローラおよびその製造方法を実現することが可能となった。また
、円柱形状の弾性層をブロック状発泡体から切り出すことにより得るものとすれば、型成
形における問題点についても解消することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のトナー供給ローラの製造方法の実施形態を説明する時系列順の模式図で
ある。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、本発明のトナー供給ローラの表面形状を示す模式的な拡大部
分断面図である。
【図３】電子写真方式の画像形成装置における現像部の一例を示す概略説明図である。
【図４】本発明のトナー搬送ローラの弾性層の外周面粗さを測定する方法を説明する説明
図であり、（ａ）は周方向の表面粗さを、（ｂ）は軸線方向の表面粗さを測定する方法を
示す。
【図５】保持部材を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１に、本発明の発泡ローラの製造方法の実施形態を説明する時系列順の模式図を示す
。本発明においては、まず、図１（ａ）に示すように、ローラ材１０を用意する。このロ
ーラ材１０は、シャフト１１と、このシャフト１１の外周に担持された発泡体よりなる円
柱形状の弾性層１２とから構成されている。
【００１７】
　シャフト１１は、本発明のトナー供給ローラにおける回転軸となるものであり、その形
状や材料、寸法等については特に限定されるものではなく、通常のトナー供給ローラに適
用されるものとすることができる。例えば、シャフト１１の材料は、金属製であってもよ
く、樹脂製であってもよい。また、シャフト１１の形状は、中実形状であってもよいし、
中空形状であってもよい。具体的には例えば、硫黄快削鋼などの鋼材にニッケルや亜鉛等
のめっきを施したものや、鉄、ステンレススチール、アルミニウム等の金属製の中実体か
らなる芯金、内部を中空にくりぬいた金属製円筒体等の金属製シャフト等を用いることが
できる。
【００１８】
　このローラ材１０のシャフト１１の外周に担持された弾性層１２は、本発明のトナー供
給ローラにおける弾性層に対応するものである。弾性層１２は、必要に応じて、接着剤に
よりシャフト１１と固着される。かかる接着剤としては、例えば、二液型ポリウレタン接
着剤やエポキシ接着剤、ポリエステル接着剤、アクリル接着剤、アクリルエマルジョン接
着剤、ウレタンエマルジョン接着剤などを用いることができる。
【００１９】
　弾性層１２を構成する発泡体は、特に限定されるものではないが、ポリウレタンフォー
ムとすることが好ましい。ポリウレタンフォームに用いるポリウレタン樹脂としては、従
来公知の材料を適宜選択して用いることができ、特に制限されるものではない。また、ポ
リウレタン発泡体の発泡倍率としては、特に制限されるものではないが、１．２～５０倍
、特には１０～２５倍程度が好ましく、フォーム密度は、０．０４～０．１ｇ／ｃｍ３程
度が好ましい。
【００２０】
　弾性層１２の外径は、通常、本発明において製造するトナー供給ローラの外径よりも大
きな外径を有しているものとする。弾性層１２は、トナー供給ローラの円柱形状と相似す
る円柱形状とすることが好ましい。このような円柱形状の弾性層１２は、ブロック状発泡
体から方形または多角形断面の発泡体の小ブロックを切り出して、これをシャフト１１に
取り付け固定した後、公知の方法、例えば、研磨や研削、切削等により、この発泡体を円
柱形状に加工することで得ることができる。また、円柱形状の弾性層１２は、円柱形状を
有する型を用いてシャフト１１との一体成形により得ることもできる。このように、本発
明においては、弾性層１２の作製方法に制限がないので、配合材料の選択幅が広いという
メリットもある。なお、場合によっては、この発泡体は、円柱形状ではなく、方形または
多角形断面形状とすることもできる。また、ブロック状発泡体から切り出した弾性層につ
いては、研磨等の表面加工が施されるためにケバ処理が必要となるが、本発明においては
、後述する転写工程において、同時にケバ処理も行うことができる。
【００２１】
　なお、この場合、円柱形状の弾性層１２は、ブロック状発泡体から、円柱形状の軸方向
がブロック状発泡体の発泡方向と平行となるよう切り出すことが好ましい。円柱形状の弾
性層１２を、円柱形状の軸方向がブロック状発泡体の発泡方向と平行となるよう切り出す
ことで、弾性層１２における周方向のセル径のムラを低減することができる。
【００２２】
　次に、図１（ｂ）に示すように、円筒状成形具ｍを用意する。円筒状成形具ｍは、円筒
形状であり、中心軸方向の長さは、ローラ材１０の弾性層１２よりも長い。内径は製造す
るトナー供給ローラの外径とほぼ同じ径で、トナー供給ローラの外径との隙間を考慮して
、わずかに大きな内径とするのがよい。トナー供給ローラの外径にもよるが、例えば、ト
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ナー供給ローラの外径よりも０．１ｍｍ大きな内径とすることができる。
【００２３】
　本発明においては、図１（ｂ）に示すように、このような円筒状成形具ｍの一端の開口
から、ローラ材１０を挿入する。図１（ｃ）に、ローラ材１０を挿入した後の円筒状成形
具ｍの外観を示す。この際、ローラ材１０の弾性層１２の外径が、円筒状成形具ｍの内径
よりも大きくなるようにして、弾性層１２を、径方向中心に向けて圧縮させながら挿入す
る。ここで、弾性層の圧縮率（％）は、挿入前のローラ材１０の弾性層１２の厚さをＲと
し、挿入後の圧縮された弾性層１２の厚さをｒとするとき｛（Ｒ－ｒ）／Ｒ｝×１００と
して表されるものであり、好適な圧縮率は５～５０％、より好適な圧縮率は５～２０％で
ある。圧縮率が下限値よりも大きいことにより、弾性層の表面近傍のセル密度を高くして
、ローラ表面におけるトナー詰まり等を抑制することができる。また、圧縮率が上限値よ
りも小さいことにより、過度の圧縮を防止して、弾性層の弾性が損なわれることを防ぐこ
とができる。
【００２４】
　本発明においては、円筒状成形具ｍとして、内周面に不規則な凹凸または長手方向に沿
う凹溝を有するものを用いる。内周面に不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を有する
円筒状成形具ｍを用いることで、後述する転写工程において、この円筒状成形具ｍ内に挿
入されたローラ材１０を加熱することにより、ローラ材の表面に、円筒状成形具ｍの内周
面における不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を転写して、表面に不規則な凹凸、ま
たは、上記長手方向に沿う凹溝に対応する凸条を有するローラを得ることができる。これ
により、得られるトナー供給ローラにおいて、トナーの搬送性および掻き取り性を向上す
ることができる。
【００２５】
　ここで、円筒状成形具ｍの内周面に不規則な凹凸が形成されているとは、円筒状成形具
ｍの周方向および軸線方向の何れに対しても、同一形状の凹部および凸部（凹凸）が周期
的に設けられていないことを指す。本発明における円筒状成形具ｍの内周面の不規則な凹
凸は、目的とするトナー供給ローラ表面の凹凸形状に対応して設けることができ、具体的
には例えば、円筒状成形具ｍの内周面粗さは、周方向および軸線方向の双方について、算
術平均粗さ（Ｒａ）が１μｍ以上、十点平均粗さ（Ｒｚｊｉｓ）が５μｍ以上であって、
軸線方向の粗さ曲線要素の平均長さ（ＲＳｍ）が１０μｍ以上であることが好ましい。よ
り好ましくは、円筒状成形具ｍの内周面粗さは、周方向および軸線方向の双方について、
算術平均粗さ（Ｒａ）が５～１００μｍ、十点平均粗さ（Ｒｚｊｉｓ）が２０～４００μ
ｍ、軸線方向の粗さ曲線要素の平均長さ（ＲＳｍ）が１００～２０００μｍ、周方向の粗
さ曲線のスキューネス（Ｒｓｋ）が－２～０となるようにする。
【００２６】
　また、円筒状成形具ｍの内周面に長手方向に沿う凹溝が形成されているとは、円筒状成
形具ｍの長手方向に沿って両端間にわたり延在する同一断面形状の凹溝および凸条が、円
筒状成形具ｍの周方向において周期的に設けられていることを意味する。本発明における
円筒状成形具ｍの内周面の長手方向に沿う凹溝は、目的とするトナー供給ローラ表面の凹
凸形状に対応して設けることができる。具体的には例えば、凹溝またはこれに対応する凸
条の、円筒状成形具ｍの半径方向に沿う深さまたは高さＨを２５０～１０００μｍ、円筒
状成形具ｍの周方向におけるピッチＰを５００～２０００μｍ、円筒状成形具ｍの周方向
における幅Ｗを２５０～１０００μｍの範囲で、それぞれ設定することができる（図２（
ｂ），（ｃ）参照）。
【００２７】
　上記のような不規則な凹凸を内周面に有する円筒状成形具ｍを用いることで、図２（ａ
）の断面図に示すような不規則な凹凸（凹部３１および凸部３２）が形成された表面形状
を有する弾性層２を備えたトナー供給ローラを得ることができ、ローラ表面の微細セル開
口部３３と、上記不規則な凹凸形状とが相まって、トナー搬送性を格段に向上することが
可能となる。
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【００２８】
　ここで、上記円筒状成形具ｍを用いることにより得られる弾性層２は、例えば、周方向
および軸線方向の双方について、算術平均粗さ（Ｒａ）が１μｍ以上、十点平均粗さ（Ｒ
ｚｊｉｓ）が５μｍ以上であって、粗さ曲線要素の平均長さ（ＲＳｍ）が１０μｍ以上で
あるものとなる。特には、弾性層表面の周方向および軸線方向の双方について、算術平均
粗さ（Ｒａ）が５～１００μｍ、十点平均粗さ（Ｒｚｊｉｓ）が２０～４００μｍであり
、軸線方向の粗さ曲線要素の平均長さ（ＲＳｍ）が１００～２０００μｍであって、周方
向の粗さ曲線のスキューネス（Ｒｓｋ）が０～２であるものとすることができる。
【００２９】
　なお、上記弾性層表面における周方向のＲａ、Ｒｚｊｉｓ、Ｒｓｋは、ＪＩＳＢ０６３
３：２００１に準拠した方法で評価することができ、例えば、図４（ａ）に示すように、
非接触レーザー式寸法測定器５１（キーエンス社製）を用いて、ローラ１の所定位置にお
ける、基準線Ｂ（ローラのシャフト１１の中心を軸線方向に貫通する仮想線Ｖから距離Ｌ
の線）から弾性層２表面までの距離ｌを、ローラ１０を回転させながら連続的に測定する
ことにより、ローラ所定位置での周方向の形状プロファイルを測定し、この測定した形状
プロファイルから周方向のＲａ、Ｒｚｊｉｓ、Ｒｓｋを算出することができる。
【００３０】
　また、上記弾性層表面における軸線方向のＲａ、Ｒｚｊｉｓ、ＲＳｍも、ＪＩＳ Ｂ０
６３３：２００１に準拠した方法で評価することができ、例えば、図４（ｂ）に示すよう
に、非接触レーザー式寸法測定器５１（キーエンス社製）を用いて、ローラの所定位置に
おける、基準線Ｂ（ローラのシャフト１１の中心を軸線方向に貫通する仮想線Ｖから距離
Ｌの線）か弾性層２表面までの距離ｌを、非接触レーザー式寸法測定器５１を基準線上で
軸線方向（図４（ｂ）では左方向）へ連続的に移動させながら測定することにより、ロー
ラ所定位置での軸線方向の形状プロファイルを測定し、この測定した形状プロファイルか
ら軸線方向のＲａ、Ｒｚｊｉｓ、ＲＳｍを算出することができる。
【００３１】
　円筒状成形具ｍの内周面に上記不規則な凹凸を形成するための方法としては、特に制限
されないが、例えば、以下の（１）～（３）に記載の方法を用いることで、低コストかつ
容易に所望の凹凸を形成することができる。特には、円筒状成形具ｍの内周面のスキュー
ネスを負の値とすることができ、すなわち、この円筒状成形具ｍを用いて得られるローラ
のスキューネスを正の値にできるという点において、（２）および（３）に記載の方法を
用いることが好ましい。さらに、下記（１）～（３）に記載の方法以外にも、不規則な凹
凸形状を有するコマを用いた転造や、不規則凹凸形状のエンボス板を丸めてパイプ化する
ことによっても、円筒状成形具ｍを製造することができる。
【００３２】
（１）ブラスト
　例えば、アルミパイプ（Ａ６０６３）等の筒状部材（型部材）の内周面に、例えば、ア
ルミナ等の研磨剤を吹き付けて、筒状部材の内周面を加工することにより、不規則な凹凸
を内周面に有する円筒状成形具ｍを製造することができる。ここで、円筒状成形具ｍの内
周面粗さは、研磨剤の粒径および形状、研磨剤の吐出圧、並びに研磨剤の吐出時間（加工
時間）を調整することにより制御することができる。
【００３３】
（２）粉体焼結
　筒状部材の内周面に、必要に応じて、例えば、スプレーのり等のバインダーを塗布した
上で、例えば、銅単体または銅とＳＵＳとの混合物からなる金属粒子を塗着し、塗着した
金属粒子を焼結することにより、不規則な凹凸を内周面に有する円筒状成形具ｍを製造す
ることができる。ここで、円筒状成形具ｍの内周面粗さは、塗着する金属粒子の粒径およ
び塗着量、並びに焼結温度を調整することにより制御することができる。なお、バインダ
ーを塗布して焼結を行う場合、バインダーは焼結中に気化するので、製造した円筒状成形
具ｍの内周面にバインダーが残留してローラの形成に悪影響を与えることはない。
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【００３４】
（３）フッ素コーティング
　筒状部材の内周面に、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等の樹脂または金属か
らなる粒子を塗着し、粒子を塗着した内周面に、例えば、ＰＴＦＥ、テトラフルオロエチ
レン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレ
ン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）等のフッ素系コーティング剤を塗布し
て、内周面をフッ素樹脂でコーティングすることにより、不規則な凹凸を内周面に有する
円筒状成形具ｍを製造することができる。ここで、円筒状成形具ｍの内周面粗さは、塗着
する粒子の粒径および形状、並びに粒子の塗着量を調整することにより制御することがで
きる。なお、この方法で製造した円筒状成形具ｍは、内周面がフッ素樹脂でコーティング
されているので、離型性が高く、また、ケバ立ちが生じにくい。
【００３５】
　また、長手方向に沿う凹溝を内周面に有する円筒状成形具ｍを用いることで、図２（ｂ
），（ｃ）の断面図に示すような長手方向に沿う凸条３４が、両端間にわたり延在する表
面形状を有する弾性層２を備えたトナー供給ローラを得ることができ、この場合も、ロー
ラ表面の微細セル開口部３３と、上記凹凸形状とが相まって、トナー搬送性を格段に向上
することが可能となる。
【００３６】
　円筒状成形具ｍの内周面に上記長手方向に沿う凹溝を形成するための方法としては、特
に制限されず、例えば、エッチング加工、ブローチ加工、放電加工、冷間引抜加工等を用
いる他、鋳造や電鋳めっき等の方法を用いることもできる。
【００３７】
　円筒状成形具ｍは、樹脂製または金属製とすることができるが、後工程においてローラ
材１０とともに加熱することから、耐熱性があり、かつ、熱伝導性が良好な金属製である
ことが好ましい。中でも、アルミニウムや銅、鉄等が好ましい。円筒状成形具ｍの内面に
は、摩擦係数を低下させるために、フッ素コーティング等の、発泡体を汚染しない潤滑性
皮膜を形成することもできる。
【００３８】
　ローラ材１０を円筒状成形具ｍ内に挿入するための手段については、特に限定されない
。適切な挿入装置を用いてもよいし、また、人力により挿入してもよい。なお、ローラ材
１０を、円筒状成形具ｍに対し捩じりながら挿入するのは避けることが好ましい。
【００３９】
　なお、弾性層１２は、径方向に圧縮されるばかりでなく、円筒状成形具ｍ内に圧縮され
ながら挿入されるので、シャフト１１の軸方向にも変形する。よって、この形状のままで
後工程の加熱を行うと、発泡体のセルは、弾性層１２の半径方向ばかりでなく、シャフト
１１の軸方向にも歪が加わって、斜め方向に変形した状態となる。この歪を除去するため
に、挿入後のローラ材１０を、挿入方向とは逆方向に移動させることが好適である。この
形状を維持して後工程の加熱を行うと、発泡体のセルは、シャフト１１の軸方向における
歪が除去されて、半径方向に変形した状態となる。そのため、搬送されるトナー等の詰ま
りを防止することができるとともに、弾性層の長さ方向で歪の大きさがローラの長さ方向
に変動することもないので、良好な画像形成特性が得られる。
【００４０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、円筒状成形具ｍ内に挿入されたローラ材１０を、円筒
状成形具ｍとともに加熱する。加熱手段は、特に限定されない。図１（ｄ）では、既存の
加熱装置ｔを用いている。また、加熱温度、加熱時間も特に限定されないが、本発明にお
いては、この加熱により、ローラ材１０の表面に、円筒状成形具ｍの内周面における不規
則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を転写するので、かかる観点から、転写を行い得る加
熱温度および加熱時間の条件に従って、加熱すればよい。加熱条件の一例として、弾性層
１２の発泡体がポリウレタンフォームである場合には、１４０℃以上かつ３０分以上の条
件にて加熱することにより、転写を良好に行うことができる。特に、ポリウレタンフォー



(8) JP 6096425 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

ムが、エーテル系ポリウレタンフォームである場合には、より好ましい温度範囲は１４０
℃以上１６０℃以下であり、エステル系ポリウレタンフォームである場合には、より好ま
しい温度範囲は１５０℃以上１８０℃以下である。加熱時間は、あまりに長くしても転写
の効果が飽和するので、省エネルギーの観点から、６０分以下とすることが好ましい。加
熱温度が、低すぎると転写が不十分となるおそれがあり、一方、高すぎるとローラ材１０
が熱劣化するおそれがある。
【００４１】
　前述したように、本発明においては、上記転写工程によって、上記不規則な凹凸または
長手方向に沿う凹溝を転写することができると同時に、ブロック状発泡体から切り出して
得られたローラ材１０表面に存在するケバの除去も行うことができる。実際上は、上記転
写工程において、加熱によりまずケバが除去され、それと同時かまたはその後に、凹凸の
転写が行われることになる。よって、上記転写工程における加熱後には、円筒状成形具ｍ
内のローラ材１０において、弾性層表面のセル密度が高く、表面に不規則な凹凸または長
手方向に沿う凹溝が転写された、ケバ立ちのない表面が得られている。したがって、円筒
状成形具ｍからローラ材１０を取り外すことにより、弾性層に対して別途に減径加工を施
すことなく、最終外径の弾性層２を有するトナー供給ローラ１を得ることができる（図１
（ｅ））。
【００４２】
　なお、上記加熱後に、ローラ材１０の温度が高い状態でローラ材１０を取り外すと、弾
性層の外径が所望の径よりも大きくなる場合があり、また、円筒状成形具ｍから取り外す
際にシャフト軸方向の歪が弾性層に加わるおそれがある。したがって、ローラ材１０は充
分に降温させてから取り外すことが好ましく、例えば、５０℃～室温程度まで降温させて
から、取り外すことが好ましい。この降温は、大気中放冷でもよいし、加熱装置内で緩冷
してもよいし、また、処理時間短縮のために冷却装置を用いて冷却してもよい。
【００４３】
　本発明においては、成形後の弾性層１２に対して、円筒状成形具ｍを用いた凹凸の転写
を行うので、円筒状成形具ｍに対して弾性層材料による侵食がなく、そのため、円筒状成
形具ｍの耐久性を高く保つことができるメリットも得られる。
【００４４】
　本発明のトナー供給ローラ１は、上記本発明の製造方法により得られ、シャフト１１と
、その外周に担持された弾性層２とを有し、表面に不規則な凹凸または長手方向に沿う凹
溝が転写されているものである。本発明のトナー供給ローラ１においては、弾性層の外周
面が、図２（ａ）に示すように、凹部３１および凸部３２の起伏により曲面を描いて上下
しているか、または、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、凸条３４が形成されているので
、ローラ表面の微細セル開口部３３とこの曲面または凸条３４とが相まって、極めて良好
なトナー搬送性および掻き取り性が得られている。また、本発明のトナー供給ローラにお
いては、弾性層２の表面のケバ立ちについても、抑制されている。
【００４５】
　本発明において、弾性層に好適な材料としては、特に限定されず、例えば、ポリエチレ
ン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、ビスコース、アイオノマー
等の熱可塑性フォーム、および、ポリウレタン、ラバーフォーム、エポキシ、フェノール
ユリア、ピラニル、シリコーン、アクリル等の熱硬化性フォームを挙げることができ、特
にポリウレタンフォームが好ましい。また、弾性層のセル形態は、単泡、連泡等の何れの
形態でも使用可能であるが、連泡の方が、温度による寸法変化が少ないので、好ましい。
【００４６】
　弾性層の材料がウレタンである場合、ポリオール成分としては、特に限定されず、疎水
性及び親水性のいかなるポリオールでも使用できる。イソシアネート成分としては、特に
限定されず、公知のものが使用できる。
【００４７】
　特に、弾性層をブロック状発泡体から切り出して形成する場合には、ブロック状発泡体
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を構成するポリウレタンフォームとして、例えば、２個以上の活性水素を有する化合物と
２個以上のイソシアネート基を有する化合物を、触媒、発泡剤、整泡剤等の添加剤ととも
に攪拌混合して発泡・硬化させることにより製造されたものを用いることができ、具体的
には例えば、特許第３４８００２８号公報に開示された手法で製造された、８００～３６
００の平均分子量差を有する２種類の単一ジオールを含む単一ジオールの混合物をポリオ
ール成分に対して総量で５０重量％以上含むポリエーテルポリオール、イソシアネート、
水、触媒及び発泡剤を混合し、発泡させ、放置することにより製造されたポリウレタンフ
ォームが好適に挙げられる。ここで、単一のジオールとは、１種のジオールまたは平均分
子量の差が４００以内の２種以上のジオール群を総称する意味に用いられる。また、平均
分子量差とは、対象となるジオールが各々有する平均分子量の差分を表し、組み合わせが
多種類ある場合には、特に、最大の差分を表す意味に用いられる。
【００４８】
　上記ポリウレタンフォームを製造する際に用いるポリエーテルポリオールは、（１）例
えば、ジエチレングリコールにプロピレンオキサイドのみを付加させたタイプのポリエー
テルポリオール、（２）例えば、ジエチレングリコールにプロピレンオキサイドとエチレ
ンオキサイドをブロックまたはランダムに付加させたタイプのポリエーテルポリオール、
（３）上記（１）または（２）に、例えば、アクリルニトリルやスチレンをグラフトした
タイプのポリエーテルポリオール等を含み、特に制限されないが、より効果を発揮するた
めには、好ましくは（１）タイプのポリエーテルポリオールを用いる。
【００４９】
　上記ポリエーテルポリオールを製造するために用いられる開始剤としては、多価アルコ
ール、多価フェノール、モノ若しくはポリアミン等が挙げられるが、好適には多価アルコ
ールおよび多価フェノールであり、特に好適には多価アルコールであり、例えば、エチレ
ングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール
、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール等が挙げられ、中でもジエチレング
リコールがより好ましい。
【００５０】
　また、上記ポリエーテルポリオール成分には、ジオール以外のポリオール成分も含み得
る。このようなポリオール成分としては、通常、ポリウレタンフォームの製造に使用され
る３官能の、例えば、グリセリンベースにアルキレンオキサイド、例えば、プロピレンオ
キサイドを付加させたもの、２種のアルキレンオキサイド、例えば、プロピレンオキサイ
ドとエチレンオキサイドとをランダム若しくはブロックで付加させたもの、多官能のもの
としては、例えば、サッカロースベースに上記と同様のものを付加させたポリエーテルポ
リオール等が挙げられる。
【００５１】
　イソシアネート成分としては、トリレンジイソシアネート、４，４－ジフェニルメタン
ジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルイソシアネート等を、単独若しくは混合し
て使用することができ、中でも、トリレンジイソシアネートが特に好ましい。
【００５２】
　また、上記触媒および発泡剤としては、その種類および使用量に特に制限はなく、公知
のものを適宜使用することができる。例えば、触媒としては、トリエチレンジアミン、テ
トラメチレンヘキサジアミン、ジメチルシクロヘキシルアミン等のアミン触媒、スタナス
オクトエート、ジブチルチンジラウレート等の有機錫触媒が挙げられる。また、発泡剤と
しては、メチレンクロライド、フロン１２３、フロン１４１ｂ等が挙げられる。
【００５３】
　さらに、上記ポリウレタンフォームには、上記の他に、各種の添加剤、例えば、難燃剤
や酸化防止剤、紫外線吸収剤、整泡剤等を適宜配合することができる。このうち整泡剤と
しては、具体的には例えば、各種のシロキサン、ポリアルキレンオキサイドブロック共重
合体等が挙げられる。
【００５４】
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　ここで、ブロック状発泡体としてのポリウレタンフォームに導電性を付与する方法とし
ては、上記ポリウレタンフォーム原料中にあらかじめ導電剤を配合する方法と、製造され
たポリウレタンフォームに導電剤を含浸させる方法とがあるが、設計上の自由度が高いこ
とから、後者の方法を用いることが好ましい。具体的には、ポリウレタンフォームに導電
剤とバインダとを含む含浸液を含浸させて、導電性を付与する手法を用いることができる
。この含浸液中の導電剤の量および含浸液の量を適宜選定することにより、ポリウレタン
フォームの電気抵抗値を所定に決定することができ、トナー供給ローラとしての電気抵抗
値を上記所定の範囲に調整することができる。
【００５５】
　上記導電剤としては、カーボンブラックやグラファイトなどの炭素質粒子、銀やニッケ
ルなどの金属粉、酸化スズや酸化チタン、酸化亜鉛などの導電性金属酸化物の単体、ある
いは硫酸バリウムなどの絶縁性微粒子を芯体として上記導電性金属酸化物を湿式的に被覆
したもの、導電性金属炭化物、導電性金属窒化物、導電性金属ホウ化物等から選択される
１種または複数種の組み合わせを用いることができる。なお、コスト面からはカーボンブ
ラックが好ましく、導電性制御のしやすさからは、導電性金属酸化物が好ましい。また、
かかる導電剤としては、平均粒径が１００ｎｍ以下、特には５０ｎｍ以下の微細粒子を用
いることが好ましい。
【００５６】
　含浸液に用いるバインダとしては、アクリル樹脂、ポリアクリル酸エステル樹脂、アク
リル酸‐スチレン共重合体樹脂、アクリル酸‐酢酸ビニル共重合体樹脂等のアクリル系樹
脂、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリ塩化ビニル樹脂、ウレタン樹脂、
酢酸ビニル樹脂、ブタジエン樹脂、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、メラミン樹脂、クロロ
プレンゴム等を例示することができる。特に好ましくは、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、
クロロプレンゴムである。これらバインダは、単独で、または２種以上の混合物として用
いることができる。導電剤を単独で含浸させてもポリウレタンフォームの気泡壁に強固に
結合し得ないが、バインダを配合することにより、導電剤がポリウレタンフォームの気泡
壁に強固に付着して、安定な導電性層をポリウレタンフォーム気泡内に形成することがで
きる。
【００５７】
　上記導電剤とバインダとの配合比は、バインダの固形分１００質量部に対して、導電剤
の固形分が１０～１１０質量部、特には３０～５０質量部であることが好ましい。導電剤
の量が上記範囲を超えると、ポリウレタンフォームへの接着力が不十分になる傾向があり
、上記範囲未満であると、トナー供給ローラの表面抵抗が安定しない傾向がある。
【００５８】
　なお、上記含浸液には、導電剤およびバインダに加えて、適量の水およびトルエン、酢
酸エチル等の有機溶媒を添加することができる。これらの溶媒は、含浸液の粘度が５～３
００ｃｐｓ（２５℃）程度となるように添加することが好ましい。粘度をこの範囲内とす
ることにより、含浸付着作業がさらに容易となる。また、上記含浸液には、必要に応じて
他の添加剤、例えば、鉱物油系消泡剤、シリコン系消泡剤、界面活性剤、荷電制御剤等を
添加することができる。これらは、含浸液１００質量部に対して０．００１～１０質量部
、特には０．００１～０．１質量部にて添加することが好ましい。
【００５９】
　上記含浸液を用いてポリウレタンフォームに導電性を付与する手法としては、例えば、
粉末状の導電剤とバインダとを、必要に応じて他の添加剤とともに水または有機溶媒に分
散・含有させて含浸液を準備し、この含浸液にブロック状のポリウレタンフォームを浸漬
して、含浸液をポリウレタンフォームの気泡内に含浸させる。その後、ポリウレタンフォ
ームを含浸液から取り出し、圧縮して余剰の含浸液を除去した後、加熱乾燥して水分等を
除去することで、導電剤をバインダとともに、ポリウレタンフォームの気泡内に固着させ
ることができる。
【００６０】



(11) JP 6096425 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

　また、型成形により弾性層を形成する場合のポリウレタンフォーム原料のポリオール成
分としては、例えばエチレンオキサイドとプロピレンオキサイドとを付加重合したポリエ
ーテルポリオール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、酸性分とグリコール成分と
を縮合したポリエステルポリオール、カプロラクトンを開環重合したポリエステルポリオ
ール、ポリカーボネートジオール等を用いることができる。
【００６１】
　なお、エチレンオキサイドとプロピレンオキサイドとを付加重合したポリエーテルポリ
オールとしては、例えば、水、プロピレングリコール、エチレングリコール、グリセリン
、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、トリエタノールアミン、ジグリセリン
、ペンタエリスリトール、エチレンジアミン、メチルグルコジット、芳香族ジアミン、ソ
ルビトール、ショ糖、リン酸等を出発物質として、エチレンオキサイドとプロピレンオキ
サイドとを付加重合したものを挙げることができるが、特に、水、プロピレングリコール
、エチレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールを出
発物質としたものが好ましい。ここで、上記ポリエーテルポリオールにおける、付加する
エチレンオキサイドおよびプロピレンオキサイドの比率やミクロ構造は、エチレンオキサ
イドの比率が好ましくは２～９５質量％、より好ましくは５～９０質量％であり、末端に
エチレンオキサイドが付加していることが好ましい。また、分子鎖中のエチレンオキサイ
ドとプロピレンオキサイドとの配列は、ランダムであることが好ましい。
【００６２】
　ポリエーテルポリオールの分子量としては、水、プロピレングリコール、エチレングリ
コールを出発物質とする場合は２官能となり、質量平均分子量で３００～６０００の範囲
のものが好ましく、３０００～５０００の範囲のものがより好ましい。また、グリセリン
、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールを出発物質とする場合は３官能となり、
質量平均分子量で９００～９０００のものが好ましく、４０００～８０００の範囲のもの
がより好ましい。なお、２官能のポリオールと３官能のポリオールとの混合物を用いるこ
ともできる。官能基数が少なく同官能基数の場合は、分子量が大きい方がポリウレタンフ
ォーム層の高い破断伸びを実現できるため、望ましい。
【００６３】
　また、ポリテトラメチレンエーテルグリコールは、例えば、テトラヒドロフランのカチ
オン重合によって得ることができ、質量平均分子量が４００～４０００の範囲、特には、
６５０～３０００の範囲にあるものを好適に用い得る。分子量の異なるポリテトラメチレ
ンエーテルグリコールの混合物を用いることも好ましい。その他にも、エチレンオキサイ
ドやプロピレンオキサイドなどのアルキレンオキサイドを共重合して得られたポリテトラ
メチレンエーテルグリコールを用いることもできる。
【００６４】
　更に、ポリオール成分として、ポリテトラメチレンエーテルグリコールと、エチレンオ
キサイドおよびプロピレンオキサイドを付加重合したポリエーテルポリオールとの混合物
を用いることも好ましい。この場合、混合比率（ポリテトラメチレンエーテルグリコール
：ポリエーテルポリオール）が、質量比で９５：５～２０：８０の範囲、特には９０：１
０～５０：５０の範囲の混合物を用いることが更に好ましい。
【００６５】
　また、上記ポリオール成分と共に、ポリオールをアクリロニトリル変性したポリマーポ
リオール、ポリオールにメラミンを付加したポリオール、ブタンジオール等のジオール類
、トリメチロールプロパン等のポリオール類、或いはこれらの誘導体を併用することがで
きる。
【００６６】
　また、イソシアネート成分としては、芳香族イソシアネートまたはその誘導体、脂肪族
イソシアネートまたはその誘導体、脂環族イソシアネートまたはその誘導体が挙げられる
。これらの中でも、芳香族イソシアネートまたはその誘導体が好ましく、特に、トリレン
ジイソシアネート（ＴＤＩ）またはその誘導体、ジフェニルメタンジイソシアネート（Ｍ
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ＤＩ）またはその誘導体が好適に用いられる。
【００６７】
　トリレンジイソシアネートまたはその誘導体としては、粗製トリレンジイソシアネート
、２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、２，４－ト
リレンジイソシアネートと２，６－トリレンジイソシアネートとの混合物、或いはこれら
のウレア変性物、ビュレット変性物、カルボジイミド変性物、ポリオール等で変性したウ
レタン変性物等を用い得る。ジフェニルメタンジイソシアネートまたはその誘導体として
は、例えば、ジアミノジフェニルメタンまたはその誘導体をホスゲン化して得られたジフ
ェニルメタンジイソシアネートまたはその誘導体を用い得る。ジアミノジフェニルメタン
の誘導体としては多核体などがあり、ジアミノジフェニルメタンから得られた純ジフェニ
ルメタンジイソシアネート、ジアミノジフェニルメタンの多核体から得られたポリメリッ
ク・ジフェニルメタンジイソシアネート等を用い得る。ポリメリック・ジフェニルメタン
ジイソシアネートについては、通常、純ジフェニルメタンジイソシアネートと様々な官能
基数のポリメリック・ジフェニルメタンジイソシアネートとの混合物が用いられ、その平
均官能基数が好ましくは２．０５～４．００、より好ましくは２．５０～３．５０のもの
が用いられる。また、これらのジフェニルメタンジイソシアネートまたはその誘導体を変
性して得られた誘導体、例えば、ポリオール等で変性したウレタン変性物、ウレチジオン
形成による二量体、イソシアヌレート変性物、カルボジイミド／ウレトンイミン変性物、
アロハネート変性物、ウレア変性物、ビュレット変性物なども用いることができる。また
、数種類のジフェニルメタンジイソシアネートやその誘導体の混合物を用いることもでき
る。
【００６８】
　また、イソシアネートをポリオールにより予めプレポリマー化してもよく、その方法と
しては、ポリオールとイソシアネートとを適当な容器に入れ、十分に撹拌し、３０～９０
℃、より好ましくは４０～７０℃に、６～２４０時間、より好ましくは２４～７２時間保
存する方法が挙げられる。この場合、ポリオールとイソシアネートとの比率は、得られる
プレポリマーのイソシアネート含有率が４～３０質量％、より好ましくは６～１５質量％
となるように調節することが好ましい。イソシアネート含有率が４質量％未満であると、
プレポリマーの安定性が損なわれ、貯蔵中にプレポリマーが硬化してしまい、使用に供す
ることができなくなる恐れがある。また、イソシアネートの含有率が３０質量％を超える
と、調製時に添加するイソシアネート量が増えてプレポリマー化されていないイソシアネ
ートの含有量が増加するところ、このプレポリマー化されていないイソシアネートは、後
のポリウレタン硬化反応において用いるポリオール成分とプレポリマー化反応を得ないワ
ンショット製法に類似の反応機構により反応して硬化するため、プレポリマー法を用いる
効果が薄れる。イソシアネートを予めポリオールによりプレポリマー化したイソシアネー
ト成分を用いる場合のポリオール成分としては、上記ポリオール成分に加えて、エチレン
グリコールやブタンジオール等のジオール類、トリメチロールプロパンやソルビトール等
のポリオール類やそれらの誘導体を用いることもできる。
【００６９】
　上記ポリウレタンフォームの原料混合液には、上記ポリオール成分およびイソシアネー
ト成分に加え、所望に応じて導電剤、発泡剤（水、低沸点物質、ガス体等）、架橋剤、界
面活性剤、触媒、整泡剤等を添加剤として添加することができ、これによりポリウレタン
フォームを所望に応じた構造とすることができる。また、難燃剤や充填剤、イオン導電剤
や電子導電剤等の導電剤、公知の充填剤や架橋剤等を適宜使用することも可能である。
【００７０】
　イオン導電剤の例としては、テトラエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、
ドデシルトリメチルアンモニウム（例えば、ラウリルトリメチルアンモニウム）、ヘキサ
デシルトリメチルアンモニウム、オクタデシルトリメチルアンモニウム（例えば、ステア
リントリメチルアンモニウム）、ベンジルトリメチルアンモニウム、変性脂肪酸ジメチル
エチルアンモニウムなどの過塩素酸塩、硫酸塩、アルキル硫酸塩、カルボン酸塩、スルホ
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ン酸塩などの他、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム等のアル
カリ金属やアルカリ土類金属の過塩素酸塩、塩素酸塩、塩酸塩、臭素酸塩、ヨウ素酸塩、
ホウフッ化水素酸塩、トリフルオロメチル硫酸塩、スルホン酸塩などが挙げられる。
【００７１】
　また、電子導電剤の例としては、ケッチェンブラック、アセチレンブラック等の導電性
カーボン；ＳＡＦ、ＩＳＡＦ、ＨＡＦ、ＦＥＦ、ＧＰＥ、ＳＲＦ、ＦＴ、ＭＴ等のゴム用
カーボン；酸化処理を施したインク用カーボン、熱分解カーボン、天然グラファイト、人
造グラファイト、；酸化スズ、酸化チタン、酸化亜鉛等の導電性金属酸化物；ニッケル、
銅、銀、ゲルマニウム等の金属などを挙げることができる。これらの導電剤は単独で用い
てもよく、２種以上を混合して用いてもよい。その配合量には特に制限はなく、所望に応
じ適宜選択可能であるが、通常は、ポリオールとイソシアネートとの総量１００質量部に
対して０．１～４０質量部、好ましくは０．３～２０質量部の割合で配合する。
【００７２】
　ポリウレタンフォームの硬化反応に用いる触媒としては、トリエチルアミン、ジメチル
シクロヘキシルアミン等のモノアミン類、テトラメチルエチレンジアミン、テトラメチル
プロパンジアミン、テトラメチルヘキサンジアミン等のジアミン類、ペンタメチルジエチ
レントリアミン、ペンタメチルジプロピレントリアミン、テトラメチルグアニジン等のト
リアミン類、トリエチレンジアミン、ジメチルピペラジン、メチルエチルピペラジン、メ
チルモルホリン、ジメチルアミノエチルモルホリン、ジメチルイミダゾール等の環状アミ
ン類、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノエトキシエタノール、トリメチルアミ
ノエチルエタノールアミン、メチルヒドロキシエチルピペラジン、ヒドロキシエチルモル
ホリン等のアルコールアミン類、ビス（ジメチルアミノエチル）エーテル、エチレングリ
コールビス（ジメチル）アミノプロピルエーテル等のエーテルアミン類、スタナスオクト
エート、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫マーカプチド、
ジブチル錫チオカルボキシレート、ジブチル錫ジマレエート、ジオクチル錫マーカプチド
、ジオクチル錫チオカルボキシレート、フェニル水銀プロピオン酸塩、オクテン酸鉛等の
有機金属化合物などが挙げられる。これらの触媒は単独で用いてもよく、二種類以上を組
み合わせて用いてもよい。
【００７３】
　本発明においては、ポリウレタンフォーム配合中にシリコン整泡剤や各種界面活性剤を
配合することが、フォーム材のセルを安定させるために好ましい。シリコン整泡剤として
は、ジメチルポリシロキサン－ポリオキシアルキレン共重合物等が好適に用いられ、分子
量３５０～１５０００のジメチルポリシロキサン部分と分子量２００～４０００のポリオ
キシアルキレン部分とからなるものが特に好ましい。ポリオキシアルキレン部分の分子構
造は、エチレンオキサイドの付加重合物やエチレンオキサイドとプロピレンオキサイドと
の共付加重合物が好ましく、その分子末端をエチレンオキサイドとすることも好ましい。
界面活性剤としては、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、両性等のイオン系
界面活性剤や各種ポリエーテル、各種ポリエステル等のノニオン性界面活性剤が挙げられ
る。これらは単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。シリコン整泡
剤や各種界面活性剤の配合量は、ポリオール成分とイソシアネート成分との総量１００質
量部に対して０．１～１０質量部とすることが好ましく、０．５～５質量部とすることが
更に好ましい。
【００７４】
　上記ポリウレタンフォームの発泡方法としては、従来から用いられているメカニカルフ
ロス法（不活性ガスを混入しながら機械的撹拌により発泡させる方法）、水発泡法、発泡
剤フロス法等の方法を用いることができる。ここで、メカニカルフロス法において用いる
不活性ガスは、ポリウレタン反応において不活性なガスであればよく、不活性ガスとして
は、ヘリウム、アルゴン、キセノン、ラドン、クリプトン等の狭義の不活性ガスの他、窒
素、二酸化炭素、乾燥空気等のポリウレタンフォーム原料と反応しない気体を用いること
ができる。
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【００７５】
　また、本発明において、ポリウレタンフォームからなる弾性層は、表面に内部から連通
するセル開口部を有することが好ましく、このような連通するセル開口部の存在により、
トナーがフォーム内部から良好に供給され、トナー搬送量の不安定化の問題が解消される
ことになる。好ましくは、セル開口部の径は５０～１０００μｍであり、また、ポリウレ
タンフォーム表面１ｃｍ２当たりの開口部の個数は１００～２０００個である。このよう
なセル開口部を有する構造を得るためのポリウレタンフォームの形成は、ポリウレタン配
合と離型剤との組み合わせで、従来技術に基づき行うことができる。
【実施例】
【００７６】
　以下、実施例を用いて、本発明をより具体的に説明する。
　金属製の中実形状のシャフト（長さ２５０ｍｍ、直径６ｍｍ）の外周に、樹脂発泡体と
してのポリウレタンフォームよりなる弾性層を、外径１５ｍｍ、長さ２２０ｍｍの円柱形
状に取り付け固定してなるローラ材を準備した。この弾性層のポリウレタンフォームは、
ブロック状ポリウレタンフォームから、軸方向がブロック状ポリウレタンフォームの発泡
方向と平行となるよう切り出すことにより得られ、材質がエステル系、平均セル径が２７
０μｍ、硬度が８０Ａｓｋ－Ｆであった。
【００７７】
　また、円筒状成形具ｍとして、下記表中にそれぞれ示す内周面形状を有する金属パイプ
（ＳＵＳ３０４、内径１４．１ｍｍ、厚さ１．５ｍｍ）を準備した。この金属パイプの一
端から、上記のローラ材を金属パイプ内に挿入した（転写工程）。ローラ材の弾性層の圧
縮率は１１％であった。
【００７８】
　各ローラ材が挿入された金属パイプの両端に、図５に示す保持部材ｈを取りつけること
により、各ローラ材のシャフトの両端が保持部材ｈで保持された状態で、各ローラ材を金
属パイプとともに、加熱装置により１５０℃、６０分加熱した。加熱後に、常温まで降温
させてから、ローラ材を金属パイプから取り外した。得られた各供試ローラは、外径が１
４ｍｍであった。各供試ローラについて、下記に従い評価を行った結果を、下記の表中に
併せて示す。
【００７９】
＜トナー搬送性＞
　各供試ローラの弾性層のポリウレタンフォームにトナーを満たして、１ｍｍ押し込んだ
状態で転がし、幅２２０ｍｍ、転がし距離５０ｍｍあたりに吐き出されたトナー重量を測
定した。トナー搬送性は、トナー重量が０．２０ｇ以上の場合を○（良好）、０．２０ｇ
未満の場合を×（不良）とした。
【００８０】
＜画像濃度＞
　各供試ローラを対応するプリンタに装着して画像出しテストを行い、透過濃度計を用い
て画像濃度を測定した。画像濃度が規定値に達しているものを○（良好）、達していない
ものを×（不良）とした。
【００８１】
＜掻き取り性＞
　トナーを表面に均一に塗布した金属スリーブを３２ｒｐｍにて回転させて、この金属ス
リーブに、押し込み量１ｍｍにて各供試ローラを１０秒間押し当てた。その後、金属スリ
ーブ上の残留トナーを回収し、透過濃度計を用いて残留トナーの量を数値化した。掻き取
り性が高いほど、残留トナーは少なくなるので、透過濃度は低くなる。透過濃度が１．１
０未満の場合を○（良好）、 １．１０以上の場合を×（不良）とした。
【００８２】
＜ゴースト画像＞
　各供試ローラを対応するプリンタに装着して画像出しテストを行い、印刷画像に掻き取
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り性不良に起因するゴースト画像が見られないかを目視で確認した。ゴースト画像が見ら
れないものを○（良好）、見られるものを×（不良）とした。
【００８３】
＜毛羽立ち＞
　各供試ローラを対応するプリンタに装着して画像出しテストを行い、テスト後のローラ
について、毛羽立ちの有無を目視で確認した。
【００８４】
＜画像縦スジ＞
　各供試ローラを対応するプリンタに装着して画像出しテストを行い、印刷画像に毛羽に
起因する縦スジが見られないか目視で確認した。縦スジが見られないものを○（良好）、
見られるものを×（不良）とした。
【００８５】
【表１】

【００８６】
　上記表中に示すように、ローラ材を内周面に不規則な凹凸または長手方向に沿う凹溝を
有する円筒状成形具内に挿入した後加熱して、円筒状成形具の内周面における不規則な凹
凸または長手方向に沿う凹溝を表面に転写したローラ材を用いて得られた各実施例の供試
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ローラにおいては、トナー搬送性、画像濃度、掻き取り性、ゴースト画像、毛羽立ちおよ
び画像縦スジの各評価項目について、いずれも良好な結果が得られていることが確かめら
れた。
【符号の説明】
【００８７】
１　トナー供給ローラ
２，１２　弾性層
１０　ローラ材
１１　シャフト
２０　トナー
２１　画像形成体
２２　現像ローラ
２３　トナー収容部
２４　成層ブレード
２５　帯電ローラ
２６　転写ローラ
２７　クリーニング部
２８　クリーニングブレード
３１　凹部
３２　凸部
３３　セル開口部
３４　凸条
５１　測定器
ｍ　円筒状成形具

【図１】 【図２】
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